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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　適応変調機能を備えた無線リンクで構成されたネットワークにおいて、特定のトラヒッ
クに対して複数の経路候補から一の経路を選択することにより通信経路を制御する方法で
あって、
　前記トラヒックの要求帯域と、前記複数の経路候補に含まれ、第１の変調方式によって
前記トラヒックの要求する安定度を満たす第１の経路候補において割当可能な割当可能帯
域を比較する比較ステップと、
　前記複数の経路候補における帯域の状況に基づき、各経路候補のリンクコストを計算す
る計算ステップと、
　前記比較の結果、前記トラヒックの要求帯域が前記割当可能帯域よりも大きい場合には
、当該第１の経路候補において、前記第１の変調方式よりも低い安定度の第２の変調方式
により使用可能になる帯域を用いて伝送することによるペナルティコストを与えて選択さ
れにくくなるようにし、前記リンクコストと前記ペナルティコストとを含むコストに基づ
き、前記複数の経路候補から、前記コストが最も小さくなる一の経路を選択する選択ステ
ップと、
を備えた経路制御方法。
【請求項２】
　前記ペナルティコストは、トラヒック毎に予め定められている固有値に基づき決定され
る、
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請求項１に記載の経路制御方法。
【請求項３】
　前記ペナルティコストは、前記第１の経路候補における前記第１の変調方式の安定度と
、当該第１の経路候補における前記第２の変調方式の安定度との相対的な高さの違いに応
じて決定される安定度反映値に基づき決定される、請求項１又は２記載の経路制御方法。
【請求項４】
　前記トラヒックの要求帯域を収容可能な空き領域を有する経路候補に対しては、当該経
路候補の空き領域に応じて決定されるリンクコストを設定するとともに、
前記ペナルティコストは、前記トラヒック毎に予め定められている固有値と、
前記第１の経路候補における前記第１の変調方式の安定度と、当該第１の経路候補におけ
る前記第２の変調方式の安定度との相対的な高さの違いに応じて決定される安定度反映値
の少なくとも一つの値に基づき決定されるトレードオフ係数を、前記他の経路候補におけ
る最大のリンクコストに乗算することにより算出する、
請求項１記載の経路制御方法。
【請求項５】
　無線リンクが過去に使用した変調方式の履歴情報に基づいて、無線リンクの帯域毎の安
定度を算出する請求項１～４いずれかに記載の経路制御方法。
【請求項６】
　適応変調機能を備えた無線リンクで構成されたネットワークにおいて、特定のトラヒッ
クに対して、最短経路である第１の経路候補と、当該第１の経路候補よりもホップ数の多
い第２の経路候補を含む複数の経路候補から一の経路を選択することにより通信経路を制
御する方法であって、
　前記トラヒックの要求帯域と、前記複数の経路候補に含まれ、第１の変調方式によって
前記トラヒックの要求する安定度を満たす第１の経路候補において割当可能な割当可能帯
域を比較する比較ステップと、
　前記複数の経路候補における帯域の状況に基づき、各経路候補のリンクコストを計算す
る計算ステップと、
　前記比較の結果、前記トラヒックの要求帯域が前記割当可能帯域よりも大きい場合には
、当該第１の経路候補において、前記第１の変調方式よりも低い安定度の第２の変調方式
により使用可能になる帯域を用いて伝送することによるペナルティコストを与えて選択さ
れにくくなるようにし、前記リンクコストと前記ペナルティコストとを含むコストに基づ
き、前記複数の経路候補から、前記コストが最も小さくなる一の経路を選択する選択ステ
ップと、
を備えた経路制御方法。
【請求項７】
　適応変調機能を備えた無線リンクで構成されたネットワークにおいて、特定のトラヒッ
クに対して複数の経路候補から一の経路を選択することにより通信経路を制御する装置を
備え、
　前記トラヒックの要求帯域と、前記複数の経路候補に含まれ、第1の変調方式によって
前記トラヒックの要求する安定度を満たす第１の経路候補において割当可能な割当可能帯
域を比較する比較手段と、
　前記複数の経路候補における帯域の状況に基づき、各経路候補のリンクコストを計算す
る計算手段と、
　前記比較の結果、前記トラヒックの要求帯域が前記割当可能帯域よりも大きい場合には
、当該第１の経路候補において、前記第１の変調方式よりも低い安定度の第２の変調方式
により使用可能になる帯域を用いて伝送することによるペナルティコストを与えて選択さ
れにくくなるようにし、前記リンクコストと前記ペナルティコストとを含むコストに基づ
き、前記複数の経路候補から、前記コストが最も小さくなる一の経路を選択する選択手段
と、
を備えた無線通信システム。
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【請求項８】
　適応変調機能を備えた無線リンクで構成されたネットワークにおいて、特定のトラヒッ
クに対して、最短経路である第１の経路候補と、当該第１の経路候補よりもホップ数の多
い第２の経路候補を含む複数の経路候補から一の経路を選択することにより通信経路を制
御する制御装置を備え、
　前記トラヒックの要求帯域と、前記複数の経路候補に含まれ、第１の変調方式によって
前記トラヒックの要求する安定度を満たす第１の経路候補において割当可能な割当可能帯
域を比較する比較手段と、
　前記複数の経路候補における帯域の状況に基づき、各経路候補のリンクコストを計算す
る計算手段と、
　前記比較の結果、前記トラヒックの要求帯域が前記割当可能帯域よりも大きい場合には
、当該第１の経路候補において、前記第１の変調方式よりも低い安定度の第２の変調方式
により使用可能になる帯域を用いて伝送することによるペナルティコストを与えて選択さ
れにくくなるようにし、前記リンクコストと前記ペナルティコストとを含むコストに基づ
き、前記複数の経路候補から、前記コストが最も小さくなる一の経路を選択する選択手段
と、
を備えた無線通信システム。
【請求項９】
　適応変調機能を備えた制御部と、
　通信装置と無線通信する無線アンテナを備え、
　前記制御部は、前記通信装置と無線リンクで接続されたネットワークにおいて、特定の
トラヒックに対して複数の経路候補から一の経路を選択することにより通信経路を制御す
るものであって、
　前記トラヒックの要求帯域と、前記複数の経路候補に含まれ、第１の変調方式によって
前記トラヒックの要求する安定度を満たす第１の経路候補において割当可能な割当可能帯
域を比較する比較手段と、
　前記複数の経路候補における帯域の状況に基づき、各経路候補のリンクコストを計算す
る計算手段と、
　前記比較の結果、前記トラヒックの要求帯域が前記割当可能帯域よりも大きい場合には
、当該第１の経路候補において、前記第１の変調方式よりも低い安定度の第２の変調方式
により使用可能になる帯域を用いて伝送することによるペナルティコストを与えて選択さ
れにくくなるようにし、前記リンクコストと前記ペナルティコストとを含むコストに基づ
き、前記複数の経路候補から、前記コストが最も小さくなる一の経路を選択する選択手段
と、
を備えた経路制御装置。
【請求項１０】
　適応変調機能を備えた無線リンクで構成されたネットワークにおいて、特定のトラヒッ
クに対して複数の経路候補から一の経路を選択するプログラムであって、
　前記トラヒックの要求帯域と、前記複数の経路候補に含まれ、第１の変調方式によって
前記トラヒックの要求する安定度を満たす第１の経路候補において割当可能な割当可能帯
域を比較する比較ステップと、
　前記複数の経路候補における帯域の状況に基づき、各経路候補のリンクコストを計算す
る計算ステップと、
　前記比較の結果、前記トラヒックの要求帯域が前記割当可能帯域よりも大きい場合には
、当該第１の経路候補において、前記第１の変調方式よりも低い安定度の第２の変調方式
により使用可能になる帯域を用いて伝送することによるペナルティコストを与えて選択さ
れにくくなるようにし、前記リンクコストと前記ペナルティコストとを含むコストに基づ
き、前記複数の経路候補から、前記コストが最も小さくなる一の経路を選択する選択ステ
ップと、
を備えたプログラム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、経路制御方法、無線通信システム、経路制御装置、及び非一時的なコンピュ
ータ可読媒体に関し、特に、モバイルバックホールネットワークにおける経路制御に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年の情報化の進展に伴い、データ通信などによるデータ通信トラヒックの需要が増加
している。そこで、ネットワークに対して広帯域化やオペレーションコストの低減化が求
められている。広帯域の伝送が可能なミリ波帯などの周波数を利用した無線方式を用いる
固定無線アクセス(ＦＷＡ: Fixed broadband Wireless Access)などの、無線リンクによ
って構築されたネットワークが携帯電話網などで利用されている。
【０００３】
　ＦＷＡは、携帯電話等の移動体通信システムにおいて、点在する複数の基地局を無線通
信で接続し、コアネットワークに接続するシステムである。このシステムによれば、有線
ネットワークに比べて工期を短縮し、また、ケーブル敷設にかかるコストを削減すること
ができる。近年は、モバイルネットワークの無線基地局間を無線回線で結ぶ接続回線とし
て、移動体通信事業者により採用される。
【０００４】
　ＦＷＡを構築するネットワークは無線リンクのため、その通信品質は、受信信号のＳＮ
Ｒ(Signal-Noise Ratio)によって変動する。そこで、無線リンクの更なる広帯域を実現す
るために、適応変調技術が着目されている。適応変調技術は、無線リンクの無線状況から
、最も伝送効率の良い変調方式を適応的に発見し、使用する技術である。適応変調技術に
より無線環境に応じた最適な無線通信を行うことが可能となり、周波数効率の向上が期待
できる。
【０００５】
　特許文献１には、適応変調によって無線リンクの帯域が変化することから、過去の履歴
などから無線リンクが安定して使用できる変調方式を推定し、その変調方式のリンク帯域
を用いて、トラヒックが要求する通信品質を保証する経路制御方法が開示されている。
【０００６】
　しかし、安定度を重視して安定して使用出来る変調方式の無線リンクを選択すると、ト
ラヒック収容の効率が低下してしまう。また、この経路制御方法によれば、経路のホップ
数が多く、経路が冗長になりやすくなり、安定度が高い経路であっても、遅延が増加して
しまう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特表２００９－５０４０９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　関連する技術ではトラヒックの経路を計算するにあたって、通信品質を維持しつつ、効
率の良いトラヒック収容が可能でないという問題がある。
　本発明は、かかる問題を解決するものであって、通信品質を維持しつつ、効率の良いト
ラヒック収容が可能な経路制御方法、無線通信システム、経路制御装置、及び非一時的な
コンピュータ可読媒体を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　一態様にかかる経路制御方法は、適応変調機能を備えた無線リンクで構成されたネット
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ワークにおいて、特定のトラヒックに対して複数の経路候補から一の経路を選択する。そ
して、前記トラヒックの要求帯域と、前記複数の経路候補に含まれ、第１の変調方式によ
って前記トラヒックの要求する安定度を満たす第１の経路候補において割当可能な割当可
能帯域を比較する比較ステップと、前記比較の結果、前記トラヒックの要求帯域が前記割
当可能帯域よりも大きい場合には、当該第１の経路候補において、前記第１の変調方式よ
りも低い安定度の第２の変調方式により使用可能になる帯域を用いて伝送することによる
ペナルティコストを与えて選択されにくくなるようにして、前記複数の経路候補から一の
経路を選択する選択ステップを備える。
【００１０】
　一態様にかかる無線通信システムは、適応変調機能を備えた無線リンクで構成されたネ
ットワークにおいて、特定のトラヒックに対して複数の経路候補から一の経路を選択する
ことにより通信経路を制御する装置を備えている。そして、前記トラヒックの要求帯域と
、前記複数の経路候補に含まれ、第１の変調方式によって前記トラヒックの要求する安定
度を満たす第１の経路候補において割当可能な割当可能帯域を比較する比較手段と前記比
較の結果、前記トラヒックの要求帯域が前記割当可能帯域よりも大きい場合には、当該第
１の経路候補において、前記第１の変調方式よりも低い安定度の第２の変調方式により使
用可能になる帯域を用いて伝送することによるペナルティコストを与えて選択されにくく
なるようにして、前記複数の経路候補から一の経路を選択する選択手段を備えている。
【００１１】
　一態様にかかる経路制御装置は、適応変調機能を備えた制御部と、通信装置と無線通信
する無線アンテナを備え、前記制御部は、前記通信装置と無線リンクで接続されたネット
ワークにおいて、特定のトラヒックに対して複数の経路候補から一の経路を選択すること
により通信経路を制御する。そして、前記トラヒックの要求帯域と、前記複数の経路候補
に含まれ、第１の変調方式によって前記トラヒックの要求する安定度を満たす第１の経路
候補において割当可能な割当可能帯域を比較する比較手段と、前記比較の結果、前記トラ
ヒックの要求帯域が前記割当可能帯域よりも大きい場合には、当該第１の経路候補におい
て、前記第１の変調方式よりも低い安定度の第２の変調方式により使用可能になる帯域を
用いて伝送することによるペナルティコストを与えて選択されにくくなるようにして、前
記複数の経路候補から一の経路を選択する選択手段を備えている。
【００１２】
　一態様にかかる経路制御をコンピュータに実行させる非一時的なコンピュータ可読媒体
は、適応変調機能を備えた無線リンクで構成されたネットワークにおいて、特定のトラヒ
ックに対して複数の経路候補から一の経路を選択する、そして、前記トラヒックの要求帯
域と、前記複数の経路候補に含まれ、第１の変調方式によって前記トラヒックの要求する
安定度を満たす第１の経路候補において割当可能な割当可能帯域を比較する比較ステップ
と、前記比較の結果、前記トラヒックの要求帯域が前記割当可能帯域よりも大きい場合に
は、当該第１の経路候補において、前記第１の変調方式よりも低い安定度の第２の変調方
式により使用可能になる帯域を用いて伝送することによるペナルティコストを与えて選択
されにくくなるようにして、前記複数の経路候補から一の経路を選択する選択ステップを
備える。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、通信品質を維持しつつ、効率の良いトラヒック収容が可能な経路制御
方法、無線通信システム、無線通信装置、及び非一時的なコンピュータ可読媒体を提供す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施の形態にかかるネットワークの一構成例を示す図である。
【図２】本発明の実施の形態にかかる経路制御装置と通信装置の構成図である。
【図３】本発明の実施の形態にかかる経路制御装置の基本動作手順を示すフローチャート
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である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明の実施の形態にかかる経路制御方法は、適応変調機能を備えた無線リンクで構成
されたネットワークにおいて、特定のトラヒックに対して複数の経路候補から一の経路を
選択することにより通信経路を制御する方法である。この経路制御方法は、図１に示され
るような、経路制御装置１００と通信装置１０１～１０３で構成されたネットワークの無
線通信システム２００で実施される。そして、経路計算は、経路制御装置１００で行われ
る。無線通信システム２００は、経路制御装置１００と通信装置１０１を結ぶ有線または
無線リンク１９１と、通信装置１０１と１０３を結ぶ無線リンク１１１と、通信装置１０
１と１０２を結ぶ無線リンク１１２と、通信装置１０２と１０３を結ぶ無線リンク１１３
を有する。
【００１６】
　経路制御装置１００がネットワーク全体を管理し、新規フローの受付や終了などはすべ
て経路制御装置１００が行う。経路制御装置１００は定期的に各通信装置１０１～１０３
から無線リンクのリンク品質（ビットエラーレート、使用している変調方式）に関する情
報を取得し、各リンクの変調方式毎の安定度を計算すると共に、経路計算を行う。
【００１７】
　図２は、経路制御装置１００と通信装置１０１の構成図である。経路制御装置１００は
、適応変調機能を備えた制御部５０と、通信装置１０１と無線通信するための無線アンテ
ナ５１を備える。通信装置１０１は、通信経路を選択する制御部５５と、経路制御装置１
００及び他の通信装置１０２、１０３と無線通信する無線アンテナ５６を備えている。他
の無線装置１０２、１０３も無線装置１０１と同様の構成を有している。
【００１８】
　次に、経路制御装置１００の処理について、図３を用いて説明する。経路制御装置１０
０は、各無線リンクのコスト計算を実行し、その後に、コスト計算結果に基づいて、経路
計算を実行する。
　経路制御装置１００は、各無線リンクについて、定期的に変調方式毎の安定度を算出し
、割当帯域毎の安定度を計算する。
　リンクの安定度は、例えば特許文献１に開示された計算方法と同様の方法により計算す
る。変調方式mの安定度Avail(m)は、ある一定時間Tのうち、自身の変調方式mか、自身の
変調方式mよりも高次の変調方式が使用された時間の割合から求める。
【００１９】
　ここで、変調方式m1, m2, m3, m4 の関係がm1<m2<m3<m4、即ち、変調方式m1が最も低次
で、その次が変調方式m2、さらにその次が変調方式m3であり、変調方式m4が最も高次の変
調方式という場合について説明する。変調方式m3の安定度Avail(m3)は、次式により求ま
る。
　Avail(m3) = (T_m3 + T_m4) / T 　　　（１）
　ここで、T_m3, T_m4 は、時間Tの間に変調方式m3、変調方式m4がそれぞれ使用された時
間を表す。
　このように、無線リンクが過去に使用した変調方式の履歴情報に基づいて、無線リンク
の帯域毎の安定度を算出する。
【００２０】
　経路制御装置１００は、各無線リンクについて次の１）～３）の処理を実行する。
　１）トラヒックが要求する安定度Avail(tr)を満足する変調方式の中でで最も高次の変
調方式M1を調べる（Ｓ２０１）。
　２）トラヒックの優先度から、その優先度と同じかそれ以上のトラヒックに対して割り
当て済みの帯域を調べる（Ｓ２０２）。優先度は、トラヒックに流れるデータの優先順位
を判断する優先制御で決定される。優先制御とは、ＩＰネットワークなどパケット通信網
を流れるパケットに何段階かの優先順位を付加し、フローごとのサービス品質（QoS：Qua
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lity of Service）に差を付け、データの読出し順序を制御することを言う。具体的には
、パケットのヘッダーに優先順位を表す値を設定し、ルーターなどのノードがバッファに
たまったパケットの優先順位を見ることで、フローごとの優先順位を判断する。
　３）トラヒックの要求帯域と割り当て済み帯域の合計値を、１）で求めた変調方式M1で
の伝送レートと比較する（Ｓ２０３）。
【００２１】
　Ａ）伝送レート≧トラヒックの要求帯域＋割り当て済み帯域
　伝送レートがトラヒックの要求帯域と割り当て済み帯域の合計値以上の場合である。即
ち、変調方式M1による伝送で十分に伝送可能な場合である。
　この場合には、現在の要求帯域と割り当て済み帯域の差分、あるいは、使用可能な空き
帯域を基本とした値の逆数をリンクコストとして用いる（Ｓ２０４）。なお、この例では
、現在の要求帯域と割り当て済み帯域の差分、あるいは、使用可能な空き帯域を基本とし
た値の逆数をリンクコストとして用いているが、これに限らず、使用可能な空き帯域が大
きくなればなるほど、リンクコストは小さくなるようにリンクコストが算出されるような
処理であればよい。ここで、リンクコストの算出には、使用可能な空き帯域とリンクコス
ト値が予め関連付けられたテーブルを用いて、使用可能な空き帯域に基づいてリンクコス
ト値を求めるようにしてもよい。
【００２２】
　Ｂ）伝送レート＜トラヒックの要求帯域＋割り当て済み帯域
　伝送レートがトラヒックの要求帯域と割り当て済み帯域の合計値未満の場合である。即
ち、変調方式M1による伝送では十分ではない場合である。この場合に、同じ経路で伝送し
ようとすると、変調方式M1よりも低い安定度を有し、トラヒックの要求帯域を収容可能な
変調方式（例えば、M2）により伝送する必要がある。このため、安定度の高い変調方式（
例えばM1）から相対的に安定度の低い変調方式（例えばM2）により伝送することに起因し
て、通信品質が低下することを、経路選択に反映させ、当該経路が選択されにくくなるよ
うな重み付けを与えるために、ペナルティコストが設定される。
　この場合には、ペナルティコストが設定される無線リンクとしてマーキングする（Ｓ２
０５）。即ち、ペナルティコストが設定される無線リンクであることを示す情報を無線リ
ンクの識別情報に関連づける。
【００２３】
　次に、経路を計算する。
　４）ペナルティコストが設定される無線リンクとしてマーキングされた無線リンクのリ
ンクコストを設定する（Ｓ２０６）。
　他の無線リンクに設定されたリンクコストの最悪値にトレードオフ係数xを掛け算した
値をペナルティコストとして設定する。なお、すべての無線リンクにペナルティコストの
マーキングがされた場合、１を用いる。
【００２４】
　ペナルティコストのリンクコストにおいて用いられるトレードオフ係数xは、トラヒッ
クがどの程度信頼性を犠牲にして最短経路を優先するかの指標を表す値として計算される
。即ち、要求される安定度よりも低い安定度のリンクにトラヒックを収容する場合の係数
（重み付け）として計算される。
【００２５】
　トレードオフ係数xは、該当リンクにおける使用可能帯域の安定度がAvail(M2)、トラヒ
ックが要求する安定度がAvail(tr)であった場合、
y = log(1- Avail(M2)) - log(1-Avail(tr) )　= log( (1 - Avail(M2)) / (1- Avail(tr
)))
x = pref(y)　　　（２）
で定義される。ここで、M2は、無線リンクがトラヒックの要求帯域を収容するために必要
な安定度を有する最低の変調方式であり、yは、該当リンクにおける安定度減少度で、対
数を求めているのは他のリンクコストと比較する場合に、数値的な次元を合わせるためで
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ある。また、関数pref(y)は、任意の増加関数であり、トレードオフ係数xは、M2の安定度
が低ければ低いほど、大きい値となる。
【００２６】
　pref(y)はペナルティコストを定める上での一要素である。pref(y)は、計算対象である
経路候補においてトラヒックが要求する安定度を満たす変調方式（例えば、M1）の安定度
と、当該経路候補において前記トラヒックの要求帯域を収容可能な変調方式（例えば、M2
）の安定度との相対的な高さの違いに応じて決定される安定度反映値である。この安定度
反映値は、十分な安定度を有する変調方式から安定度の低い変調方式への変更が通信品質
に与える負の要素を反映した値である。両者の安定度の違いが大きい場合に、通信品質に
与える負の要素が大きいと考えられるから、より高い値となる。それ故、両変調方式の安
定度の違いが大きければ大きいほど、ペナルティコストが高くなるため、計算対象である
経路候補よりも他の経路候補が選択されやすくなる。
【００２７】
　トレードオフ係数ｘを求める式は、例えば次のような複数の関数が用いられる。
　関数１：x = pref(y) = y + 2　　　関数２： x = pref(y) = y + 0.5　　（３）
　関数１を用いた場合には、関数２を用いる場合に比べて、ペナルティコストが大きくな
る。そのため、候補となる経路のうち、関数１が用いられてペナルティコストが計算され
た経路は、他の経路よりも選択されにくくなる。
【００２８】
　また、pref関数は、トラヒック毎にいずれかの関数を適用すべきかが予め定められてい
る。いずれかの関数は、トラヒックの経路設定時に要求者側から、経路制御装置に通知さ
れる。または、経路制御装置は、トラヒックにおいて送信されるデータの種類（音声デー
タ、テキストデータ等）に応じて、適用すべきpref関数を定めるようにしてもよい。
【００２９】
　５） 最小コスト経路を計算する（Ｓ２０７）。
　経路設定において経路にペナルティコストが用いられた無線リンクが含まれている場合
、経路制御装置１００は、該当する無線リンク上にある通信装置１０１～１０３に対して
、その経路を用いるトラヒックに対してマーキングを行わせる。そして、該当する無線リ
ンク上にある通信装置１０１～１０３は、マーキングしたトラヒックの優先度を、同一優
先度の他のトラヒックよりも一段階低くする。そうすると、そのトラヒックと他のトラヒ
ックとの間で輻輳が生じた場合には、他のトラヒックよりも優先度が低いため、パケット
が選択されない。即ち該パケットの優先順位を低く設定する。
【００３０】
　本発明の実施形態にかかる経路制御方法について、具体的な計算例を挙げて説明する。
この例では、図１で示されるようなネットワーク構成を前提としている。即ち、経路制御
装置１００および配下の各通信装置１０１～１０３で構成されたネットワークを対象とし
ている。ここで、経路制御装置１００がネットワーク全体を管理し、新規フローの受付や
終了などはすべて経路制御装置１００が行う。経路制御装置１００は定期的に各通信装置
１０１～１０３から無線リンクのリンク品質（ビットエラーレート、使用している変調方
式）に関する情報を取得し、各リンクの変調方式毎の安定度を計算すると共に、経路計算
を行う。
【００３１】
　無線通信システム２００は、経路制御装置１００と通信装置１０１を結ぶ有線または無
線リンク１９１と、通信装置１０１と通信装置１０３を結ぶ無線リンク１１１と、通信装
置１０１と通信装置１０２を結ぶ無線リンク１１２と、通信装置１０２と通信装置１０３
を結ぶ無線リンク１１３を有する。
【００３２】
　以下の説明において、通信装置１０１から通信装置１０３を直接結ぶ経路を「無線リン
ク１１１」と表し、通信装置１０１から通信装置１０２を経由して通信装置１０３を結ぶ
経路を「無線リンク１１２・１１３」と表す。無線リンク１１１は、ホップ数は１であり
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ばなるほど、伝送遅延量が大きくなる。
【００３３】
　ここで、各無線リンク１１１、１１２、１１３ともに、各変調方式の安定度と、確保で
きる帯域を表１に示す。以下、変調方式の例として、ＱＰＳＫ（Quadrature Phase Shift
 Keying）、１６ＱＡＭ（16 Quadrature Amplitude Modulation）、３２ＱＡＭ（32 Quad
rature Amplitude Modulation）を用いている。
【００３４】
【表１】

【００３５】
　表１に示される、各変調方式の安定度99.99%、99.9%、99.5%に合わせて、トラヒックの
優先度毎に、それぞれの優先度を有するトラヒックが要求する安定度を次の通りとする。
　優先度１ 99.99%
　優先度２ 99.9%
　優先度３ 99.5%
　つまり、優先順位が高い優先度１のトラヒックについてはＱＰＳＫの安定度99.99%を要
求するものとする。また、優先順位が次に高い優先度２のトラヒックについては１６ＱＡ
Ｍの安定度99.9%を要求するものとする。そして、優先順位が最も低い優先度３のトラヒ
ックについては、３２ＱＡＭの安定度99.5%を要求するものとする。
【００３６】
Ａ）　経路計算１
　無線リンク１０１―１０３間において、要求帯域３０Ｍｂｐｓのトラヒック（優先度１
：安定度99.99％、ＱＰＳＫ要求）の経路計算を行う。まず、各リンクにおいて、９９．
９９％を満たす安定度の変調方式を調べる。すべてのリンクにおいて、ＱＰＳＫが条件を
満たすため、各リンクでＱＰＳＫの伝送レートでも高優先トラヒックを収容できるかどう
か調べる。表１から、空き帯域は十分あることがわかるため、リンクコストを計算する。
　リンクコスト＝１／（指定した安定度を満たす空き帯域）であるから、各リンクのリン
クコストは次の通りとなる。
　（無線リンク１１１、無線リンク１１２、無線リンク１１３）　 1 / 40 　　（４）
【００３７】
　通信装置１０２を経由して通信装置１０１から通信装置１０３を結ぶ無線リンク１１２
・１１３の経路のコストは、1 / 40＋1 / 40＝2 / 40となる。
　また、通信装置１０１から直接に通信装置１０３を結ぶ無線リンク１１１の経路のコス
トは、1 / 40である。ここで、候補となる二つの経路のコストを比較すると、無線リンク
１１１の経路のコストの方が無線リンク１１２・１１３の経路よりも小さいため、無線リ
ンク１１１の経路が選択される。無線リンク１１１においてＱＰＳＫで確保できる４０Mb
psのうち３０Mbpsがこのトラヒックに割当てられる。
　経路計算１が終了した状態における各無線リンクの割当帯域は、表２のようになる。
【００３８】
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【表２】

【００３９】
Ｂ）　経路計算２
　次に、要求帯域が、２０Mbpsのトラヒック（優先度1：安定度99.99％、ＱＰＳＫ要求）
の経路計算を行う。リンクコストを計算すると、無線リンク１１１には既に経路計算１で
割り当てられたトラヒックによってＱＰＳＫの割当帯域４０Mbpsのうち３０Mbpsが使用さ
れているので、指定した安定度を満たす空き帯域１０Mbpsよりも、このトラヒックの要求
帯域２０Mbpsが大きくなってしまう (30+20 > 40)。そのため、無線リンク１１１のリン
クコストにはペナルティコストが設定される。
【００４０】
　無線リンク１１１に設定するペナルティコストとして、他のリンクのリンクコストの中
の最大値を係数x倍したコストが設定される。該当リンクにおける使用可能な帯域（１６
ＱＡＭ）の安定度は99.9%でトラヒックが要求する安定度が99.99%であるため、pref関数
としてx = pref(y) = y + 2を用いた場合のトレードオフ係数xは、
pref(log (1 - 0.999) - log(1-0.9999)) = 3　　　（５）
となる。そのため、該当リンクに設定するペナルティリンクコストは、次の通りとなる。
　3 * 1/40 = 3/40　　　（６）
【００４１】
　他の無線リンク１１２、１１３には、ＱＰＳＫについては４０Mbpsの帯域が残っている
ため、それらのリンクコストは、経路計算１と同じように、次の通りとなる。
　（無線リンク１１２、無線リンク１１３） 1/40　　　（７）
【００４２】
　二つの経路候補のコスト総和は次のとおりになる。
　（無線リンク１１２・１１３） 1/40 + 1/40= 2 /40 　　　（８）
　（無線リンク１１１)　　　　　　　　　　　　3 /40 　　　（９）
　経路の候補を比較すると、コストの小さい無線リンク１１２・１１３の経路が選択され
る。この場合の計算処理後の使用帯域は、次の通りに更新される。
【表３】

【００４３】
　なお、同じ優先度のトラヒックであっても、pref関数として、x = pref(y)=y + 0.5 を
用いるトラヒックの場合、トレードオフ係数x = 1.5となるため、経路候補の総和はそれ
ぞれ、次のようになる。
　（無線リンク１１２・１１３） 1/40 + 1/40= 2 /40 　　　（１０）
　（無線リンク１１１) 1.5/40　　　（１１）
　従って、この場合には、無線リンク１１１の経路が選択されることになる。
【００４４】
Ｃ）　経路計算３
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　次に、要求帯域が20Mbpsのトラヒック（優先度3：安定度99.5％、３２ＱＡＭ以上の安
定度要求）の経路計算を行う。各リンクのリンクコストは、トラヒックが要求する安定度
を満足する空き帯域は３つの帯域であり、その逆数から、次のように計算される。
　（無線リンク１１１）　　 1 / ((40+40+28) - 30) = 1/78 　　（１２）
　（無線リンク１１２、無線リンク１１３）　 1 / ((40+40+28) - 20 ) = 1/88（１３）
　（無線リンク１１２・１１３）　　　 2 /88 　　　（１４）
　（無線リンク１１１）　　　　　　　 1 /78　　　（１５）
（１４）、（１５）の結果より、コストの小さい無線リンク１１１が経路として選択され
る。トラヒックが要求する安定度を満たす空き帯域の中で一番安定度が低い帯域を割当て
ると、割当状況は表４のようになる。
【００４５】
【表４】

【００４６】
Ｄ）　経路計算４
　最後に、要求帯域が20Mbpsのトラヒック（優先度1：安定度99.99％、ＱＰＳＫ要求）の
経路計算を行う。リンク１１１は空き帯域（１６ＱＡＭ）の安定度がトラヒックの安定度
を満足しないため、ペナルティコストが設定される。無線リンク１１２、１１３のリンク
コストは、次の通りとなる。
　（無線リンク１１２、無線リンク１１３）　 1 / (40 - 20) = 1/20　　　（１６）
　これより、無線リンク１１２・１１３のリンクコストは、2/20となる。
【００４７】
　このトラヒックについては、最短経路を好む、即ち、安定性よりも伝送速度を重視する
トラヒックであると仮定し、ペナルティコストとしては相対的に小さい値が算出されるpr
ef関数としてx = pref(y)= y + 0.5が予め設定されている。
　具体的にペナルティコストは、x = pref(log(1-0.999) - log(1-0.9999))= log(1-0.99
9) - log(1-0.9999) ＋ 0.5= 1.5となる。そして、無線リンク１１１のペナルティコスト
は次の通り算出される。
　（無線リンク１１１）　 1 / 20 * 1.5 = 3/40　　　（１７）
　以上の結果より、各経路のリンクコストの総和を比較して、そのリンクコストの総和が
小さい無線リンク１１１が経路として選択される。
【００４８】
　最終的に各リンクの使用済み帯域は次の表の通りとなる。

【表５】

【００４９】
　上述のように、経路計算によって、安定性を重視するトラヒックには安定度の高い経路
を、遅延を重視するトラヒックにはホップ数が短い経路を設定できる。本発明の活用例と
して、携帯電話網でのモバイルバックホールにおいて利用が考えられる。
【００５０】
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　本実施の形態によれば、同じ優先度であってもトラヒック毎に、異なるペナルティコス
ト計算を行うため、最短経路を好むトラヒックの場合はペナルティコストを低く設定し、
安定度を重視するトラヒックの場合はペナルティコストを高く設定し、トラヒックの嗜好
に適した経路設定が可能となる。
【００５１】
　なお、本発明は上記実施の形態に限られたものではなく、趣旨を逸脱しない範囲で適宜
変更することが可能である。例えば、第４世代以上の通信規格（例えばLTE-Advanced、IM
T-Advanced、WiMAX2）等の上位通信規格にも適用できる。
【００５２】
＜その他の実施の形態＞
　その他の実施の形態として、経路制御装置１００の機能を通信装置１０１～１０３が持
つ構成であっても実現できる。
【００５３】
　また、本実施形態で述べた経路制御装置１００は、ＡＳＩＣ（Application Specific I
ntegrated Circuit）を含む半導体処理装置を用いて実現されてもよい。また、この方法
は、少なくとも１つのプロセッサ（e.g. マイクロプロセッサ、ＭＰＵ、ＤＳＰ（Digital
 Signal Processor））を含むコンピュータシステムにプログラムを実行させることによ
って実現されてもよい。具体的には、フローチャート等を用いて説明されたバイアス電圧
制御に関するアルゴリズムをコンピュータシステムに行わせるための命令群を含む１又は
複数のプログラムを作成し、当該プログラムをコンピュータに供給すればよい。
【００５４】
　これらのプログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体（non-transi
tory computer readable medium）を用いて格納され、コンピュータに供給することがで
きる。非一時的なコンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実体のある記録媒体（tangib
le storage medium）を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒体（
例えばフレキシブルディスク、磁気テープ、ハードディスクドライブ）、光磁気記録媒体
（例えば光磁気ディスク）、ＣＤ－ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－Ｒ／
Ｗ、半導体メモリ（例えば、マスクＲＯＭ、ＰＲＯＭ（Programmable ROM）、ＥＰＲＯＭ
（Erasable PROM）、フラッシュＲＯＭ、ＲＡＭ（random access memory））を含む。ま
た、プログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体（transitory compute
r readable medium）によってコンピュータに供給されてもよい。一時的なコンピュータ
可読媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピュータ可読媒体
は、電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介して、プログラムをコンピ
ュータに供給できる。
【００５５】
　上記の実施の形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載され得るが、以下には
限られない。
（付記１）
　適応変調機能を備えた無線リンクで構成されたネットワークにおいて、特定のトラヒッ
クに対して複数の経路候補から一の経路を選択することにより通信経路を制御する方法で
あって、
　前記トラヒックの要求帯域と、前記複数の経路候補に含まれ、第１の変調方式によって
前記トラヒックの要求する安定度を満たす第１の経路候補において割当可能な割当可能帯
域を比較する比較ステップと、
　前記比較の結果、前記トラヒックの要求帯域が前記割当可能帯域よりも大きい場合には
、当該第１の経路候補において、前記第１の変調方式よりも低い安定度の第２の変調方式
により使用可能になる帯域を用いて伝送することによるペナルティコストを与えて他の経
路候補よりも選択されにくくなるようにして、前記複数の経路候補から一の経路を選択す
る選択ステップを備えた経路制御方法。
（付記２）
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　前記ペナルティコストは、トラヒック毎に予め定められている固有値に基づき決定され
る、
付記１に記載の経路制御方法。
（付記３）
　前記ペナルティコストは、前記第１の経路候補における前記第１の変調方式の安定度と
、当該第１の経路候補における前記第２の変調方式の安定度との相対的な高さの違いに応
じて決定される安定度反映値に基づき決定される、付記１又は２記載の経路制御方法。
（付記４）
　前記トラヒックの要求帯域を収容可能な空き領域を有する経路候補に対しては、当該経
路候補の空き領域に応じて決定されるリンクコストを設定するとともに、
前記ペナルティコストは、前記トラヒック毎に予め定められている固有値と、
前記第１の経路候補における前記第１の変調方式の安定度と、当該第１の経路候補におけ
る前記第２の変調方式の安定度との相対的な高さの違いに応じて決定される安定度反映値
の少なくとも一つの値に基づき決定されるトレードオフ係数を、前記他の経路候補におけ
る最大のリンクコストに乗算することにより算出する、
付記１記載の経路制御方法。
（付記５）
　無線リンクが過去に使用した変調方式の履歴情報に基づいて、無線リンクの帯域毎の安
定度を算出する付記１～４いずれかに記載の経路制御方法。
（付記６）
　適応変調機能を備えた無線リンクで構成されたネットワークにおいて、特定のトラヒッ
クに対して、最短経路である第１の経路候補と、当該第１の経路候補よりもホップ数の多
い第２の経路候補を含む複数の経路候補から一の経路を選択することにより通信経路を制
御する方法であって、
　前記トラヒックの要求帯域と、前記複数の経路候補に含まれ、第１の変調方式によって
前記トラヒックの要求する安定度を満たす第１の経路候補において割当可能な割当可能帯
域を比較する比較ステップと、
　前記比較の結果、前記トラヒックの要求帯域が前記割当可能帯域よりも大きい場合には
、当該第１の経路候補において、前記第１の変調方式よりも低い安定度の第２の変調方式
により使用可能になる帯域を用いて伝送することによるペナルティコストを与えて選択さ
れにくくなるようにして、前記複数の経路候補から一の経路を選択する選択ステップを備
えた経路制御方法。
（付記７）
　前記ペナルティコストは、トラヒック毎に予め定められている固有値に基づき決定され
る、付記６に記載の経路制御方法。
（付記８）
　前記ペナルティコストは、前記第１の経路候補における前記第１の変調方式の安定度と
、当該第１の経路候補における前記第２の変調方式の安定度との相対的な高さの違いに応
じて決定される安定度反映値に基づき決定される、付記６又は７記載の経路制御方法。
（付記９）
　適応変調機能を備えた無線リンクで構成されたネットワークにおいて、特定のトラヒッ
クに対して複数の経路候補から一の経路を選択することにより通信経路を制御する装置を
備えた無線通信システムであって、
　前記トラヒックの要求帯域と、前記複数の経路候補に含まれ、第１の変調方式によって
前記トラヒックの要求する安定度を満たす第１の経路候補において割当可能な割当可能帯
域を比較する比較手段と
　前記比較の結果、前記トラヒックの要求帯域が前記割当可能帯域よりも大きい場合には
、当該第１の経路候補において、前記第１の変調方式よりも低い安定度の第２の変調方式
により使用可能になる帯域を用いて伝送することによるペナルティコストを与えて選択さ
れにくくなるようにして、前記複数の経路候補から一の経路を選択する選択手段を備えた
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無線通信システム。
（付記１０）
　前記ペナルティコストは、トラヒック毎に予め定められている固有値を含む、
付記９に記載の無線通信システム。
（付記１１）
　前記ペナルティコストは、前記第１の経路候補における前記第１の変調方式の安定度と
、当該第１の経路候補における前記第２の変調方式の安定度との相対的な高さの違いに応
じて決定される安定度反映値に基づき決定される、付記９又は１０記載の無線通信システ
ム。
（付記１２）
　前記トラヒックの要求帯域を収容可能な空き領域を有する経路候補に対しては、当該経
路候補の空き領域に応じて決定されるリンクコストを設定するとともに、
前記ペナルティコストは、前記トラヒック毎に予め定められている固有値と、
前記第１の経路候補における前記第１の変調方式の安定度と、当該第１の経路候補におけ
る前記第２の変調方式の安定度との相対的な高さの違いに応じて決定される安定度反映値
の少なくとも一つの値に基づき決定されるトレードオフ係数を、前記他の経路候補におけ
る最大のリンクコストに乗算することにより算出する、
付記９記載の無線通信システム。
（付記１３）
　無線リンクが過去に使用した変調方式の履歴情報に基づいて、無線リンクの帯域毎の安
定度を算出する付記９～１２いずれかに記載の無線通信システム。
（付記１４）
　適応変調機能を備えた無線リンクで構成されたネットワークにおいて、特定のトラヒッ
クに対して、最短経路である第１の経路候補と、当該第１の経路候補よりもホップ数の多
い第２の経路候補を含む複数の経路候補から一の経路を選択することにより通信経路を制
御する制御装置を備えた無線通信システムであって、
　前記トラヒックの要求帯域と、前記複数の経路候補に含まれ、第１の変調方式によって
前記トラヒックの要求する安定度を満たす第１の経路候補において割当可能な割当可能帯
域を比較する比較手段と
　前記比較の結果、前記トラヒックの要求帯域が前記割当可能帯域よりも大きい場合には
、当該第１の経路候補において、前記第１の変調方式よりも低い安定度の第２の変調方式
により使用可能になる帯域を用いて伝送することによるペナルティコストを与えて選択さ
れにくくなるようにして、前記複数の経路候補から一の経路を選択する選択手段を備えた
無線通信システム。
（付記１５）
　前記ペナルティコストは、トラヒック毎に予め定められている固有値を含む、
付記１４に記載の無線通信システム。
（付記１６）
　前記ペナルティコストは、前記第１の経路候補における前記第１の変調方式の安定度と
、当該第１の経路候補における前記第２の変調方式の安定度との相対的な高さの違いに応
じて決定される安定度反映値に基づき決定される、付記１４又は１５記載の無線通信シス
テム。
（付記１７）
　前記トラヒックの要求帯域を収容可能な空き領域を有する経路候補に対しては、当該経
路候補の空き領域に応じて決定されるリンクコストを設定するとともに、
前記ペナルティコストは、前記トラヒック毎に予め定められている固有値と、
前記第１の経路候補における前記第１の変調方式の安定度と、当該第１の経路候補におけ
る前記第２の変調方式の安定度との相対的な高さの違いに応じて決定される安定度反映値
の少なくとも一つの値に基づき決定されるトレードオフ係数を、前記他の経路候補におけ
る最大のリンクコストに乗算することにより算出する、
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（付記１８）
　適応変調機能を備えた制御部と、
　通信装置と無線通信する無線アンテナを備え、
　前記制御部は、前記通信装置と無線リンクで接続されたネットワークにおいて、特定の
トラヒックに対して複数の経路候補から一の経路を選択することにより通信経路を制御す
るものであって、
　前記トラヒックの要求帯域と、前記複数の経路候補に含まれ、第１の変調方式によって
前記トラヒックの要求する安定度を満たす第１の経路候補において割当可能な割当可能帯
域を比較する比較手段と
　前記比較の結果、前記トラヒックの要求帯域が前記割当可能帯域よりも大きい場合には
、当該第１の経路候補において、前記第１の変調方式よりも低い安定度の第２の変調方式
により使用可能になる帯域を用いて伝送することによるペナルティコストを与えて、選択
されにくくなるようにして、前記複数の経路候補から一の経路を選択する選択手段を備え
た経路制御装置。
（付記１９）
　適応変調機能を備えた無線リンクで構成されたネットワークにおいて、特定のトラヒッ
クに対して複数の経路候補から一の経路を選択する非一時的なコンピュータ可読媒体であ
って、
　前記トラヒックの要求帯域と、前記複数の経路候補に含まれ、第１の変調方式によって
前記トラヒックの要求する安定度を満たす第１の経路候補において割当可能な割当可能帯
域を比較する比較ステップと、
　前記比較の結果、前記トラヒックの要求帯域が前記割当可能帯域よりも大きい場合には
、当該第１の経路候補において、前記第１の変調方式よりも低い安定度の第２の変調方式
により使用可能になる帯域を用いて伝送することによるペナルティコストを与えて選択さ
れにくくなるようにして、前記複数の経路候補から一の経路を選択する選択ステップを備
えた非一時的なコンピュータ可読媒体。
【００５６】
　以上、実施の形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記によって限定され
るものではない。本願発明の構成や詳細には、発明のスコープ内で当業者が理解し得る様
々な変更をすることができる。
【００５７】
　この出願は、２０１２年１０月２３日に出願された日本出願特願２０１２－２３３４９
３を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
【符号の説明】
【００５８】
５０　制御部
５１　無線アンテナ
５５　制御部
５６　無線アンテナ
１００　経路制御装置
１０１　通信装置
１０２　通信装置
１０３　通信装置
１１１　無線リンク
１１２　無線リンク
１１３　無線リンク
１９１　無線リンク
２００　無線通信システム
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